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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部通信機器との間で近距離無線通信を行う近距離無線通信部と、
　近距離無線通信の実行時の位置情報が登録された通信位置リストを記憶する記憶部と、
　位置検出部から現在位置情報を取得し、取得した現在位置情報と上記通信位置リストの
照合結果に応じて、上記近距離無線通信部からの待受け電波の発生状態を制御する制御部
とを備え、
　上記制御部は、上記近距離無線通信部により外部機器との間で、コンテンツデータ送信
のための近距離無線通信を実行した場合に、その通信時の位置情報が、上記通信位置リス
トに登録されるようにリスト管理処理を行う通信装置。
【請求項２】
　上記制御部は、現在位置情報と上記通信位置リストの照合結果として、
　現在位置情報が上記通信位置リストに登録されている位置であるときは、上記近距離無
線通信部からの待受け電波の発生を密状態に制御し、
　現在位置情報が上記通信位置リストに登録されている位置ではないときは、上記近距離
無線通信部からの待受け電波の発生を粗状態又は停止状態に制御する請求項１に記載の通
信装置。
【請求項３】
　上記通信位置リストには、各コンテンツデータに対して、上記近距離無線通信部による
コンテンツデータ送信の実行の際の位置情報が関連づけられる状態で、位置情報が登録さ
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れており、
　上記制御部は、現在位置情報と上記通信位置リストの照合結果として、
　上記通信位置リストに、関連づけられた位置情報が現在位置情報と一致しないコンテン
ツデータが存在する場合は、上記近距離無線通信部からの待受け電波の発生を密状態に制
御し、
　上記通信位置リストに、関連づけられた位置情報が現在位置情報と一致しないコンテン
ツデータが存在しない場合は、上記近距離無線通信部からの待受け電波の発生を粗状態又
は停止状態に制御する請求項１に記載の通信装置。
【請求項４】
　上記制御部は、上記近距離無線通信部により外部機器との間で、コンテンツデータ送信
のための近距離無線通信を実行した場合に、その通信時の位置情報が、送信したコンテン
ツデータに関連づけられた位置情報として上記通信位置リストに登録されるようにリスト
管理処理を行う請求項１又は請求項３に記載の通信装置。
【請求項５】
　外部通信機器との間で近距離無線通信を行う近距離無線通信部と、近距離無線通信の実
行時の位置情報が登録された通信位置リストを記憶する記憶部とを備えた通信装置の通信
制御方法として、
　位置検出部から現在位置情報を取得し、取得した現在位置情報と上記通信位置リストの
照合結果に応じて、上記近距離無線通信部からの待受け電波の発生状態を制御し、上記近
距離無線通信部により外部機器との間で、コンテンツデータ送信のための近距離無線通信
を実行した場合に、その通信時の位置情報が、上記通信位置リストに登録されるようにリ
スト管理処理を行う通信制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は近距離無線通信を行う通信装置、及びその通信制御方法に関する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００２】
【特許文献１】特開２０１１－２９８９２
【特許文献２】特開２００８－２５２２１２
【背景技術】
【０００３】
　例えばブルートゥース（Bluetooth）やトランスファージェット（TransferJet）等の近
距離無線通信技術が知られている。
　近距離無線通信では、無線通信が可能な通信相手を検出するために、検出用の電波を発
信する必要がある。
【０００４】
　上記特許文献１では、近距離無線通信の一例としてのトランスファージェットについて
の記載がなされている。当該説明においては、通信相手機器を検出するための電波をポー
リング信号と称し、通信を行う一方の機器がポーリング信号を発信し、そのポーリング信
号に応じて他方の機器から応答信号を返信する動作が記載されている。このポーリングは
、通信を行う両機器間でデータの送受信を開始する際に互いの準備状況を判断したり、処
理の同期を取るために行われる。また、ポーリング信号は、所定のポーリング周期で間欠
的に発信される。
【０００５】
　すなわち、近距離無線通信においては、通信相手を検出するために電波信号（本明細書
では「待受け電波」と称する）を周期的に発信するということが行われる。これは、当該
通信機器を通信相手に近接することで自動的に通信相手を検出し、通信を開始させること
を意図したものであり、近距離無線通信に特有の直感的な操作感を実現するための技術で
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ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近距離無線通信においては、近距離という特性ゆえ、ユーザーが近距離無線通信機器を
通信相手に近接させたときにのみ通信が行われるが、近接させていないときは通信は行わ
れない。従って、上記した待受け電波を常時発信することは、無駄な電力を消費すること
になる。
【０００７】
　これを解決する方法として、通信を開始するにあたり、ユーザーが近距離無線通信機器
にメニュー操作などで通信機能を有効とさせた上で、通信相手に近接させて通信を開始す
る方法が考えられる。この場合、ユーザーが通信をさせる意思がある場合のみ待受け電波
を発信するという目的は達せられるが、ユーザーに煩雑なメニュー操作を実施させること
になり、使い勝手が悪くなり操作性を損ねる。
【０００８】
　煩雑なメニュー操作等を行うことなく、通信にかかる電力を抑える方法として、特許文
献２に以下のような方法が挙げられている。
　特許文献２によれば、近距離無線通信機器が、第一の無線通信機能である近距離無線通
信に加えて第二の無線通信機能（無線ＬＡＮ）を備える。ユーザーがある特定の動作（シ
ャッターキーリリース）をすると、第二の無線通信機能を介して、通信相手の近距離無線
通信機器へ、近距離無線通信機能を有効にする指令を出す。その後、必要な近距離無線通
信が行われた後に、お互いの近距離無線通信機能は停止される。これにより、通信相手の
近距離無線通信機器は、ユーザーの操作負担なく、近距離無線通信機能を有効にできるの
で、消費電力を抑えることができる。
【０００９】
　このような特許文献２で示される消費電力を抑える方法は、シャッターキーリリースと
いうユーザー操作に付随するデータ通信を行うことが前提であり、特定のユーザー操作が
行われるユースケースに限定される。このため、シャッターキーリリースという場合以外
での近距離無線通信を想定した場合に消費電力を抑えるということは解決されていない。
　また、特許文献２で示される消費電力を抑える方法は、無線ＬＡＮという第２の無線通
信機能を用いて、近距離無線通信の機能の有効化を行っているが、通信相手の近距離無線
通信機器の無線ＬＡＮについて常に通信機能が使えなければならず、無線ＬＡＮの通信機
能にかかる消費電力がかかってしまう。
【００１０】
　そこで本開示では、近距離無線通信を行う機器においてユーザーの利便性を維持しつつ
、接続待受けにかかる電力を削減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本開示の通信装置は、外部通信機器との間で近距離無線通信を行う近距離無線通信部と
、近距離無線通信の実行時の位置情報が登録された通信位置リストを記憶する記憶部と、
位置検出部から現在位置情報を取得し、取得した現在位置情報と上記通信位置リストの照
合結果に応じて、上記近距離無線通信部からの待受け電波の発生状態を制御する制御部と
を備える。
【００１２】
　本開示の通信制御方法は、外部通信機器との間で近距離無線通信を行う近距離無線通信
部と、近距離無線通信の実行時の位置情報が登録された通信位置リストを記憶する記憶部
とを備えた通信装置の通信制御方法として、位置検出部から現在位置情報を取得し、取得
した現在位置情報と上記通信位置リストの照合結果に応じて、上記近距離無線通信部から
の待受け電波の発生状態を制御する。
【００１３】
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　このような本開示では、過去に近距離無線通信を実行した場所の位置情報（緯度・経度
情報）の履歴を通信位置リストとして保持することにより、その場所に通信相手としての
近距離無線通信機器がある可能性を判断するものとなる。即ち現在位置情報と、通信位置
リストに登録されている位置情報を照合して、現在位置が過去に近距離無線通信を行った
位置であるか否かを判断する。そしてその判断結果に応じて待受け電波の発生状態を制御
することで、現在位置に応じた適切な待受け電波発生を実現する。
　例えば過去に近距離無線通信を行った位置であれば、通信相手の機器が存在するであろ
うから、待受け電波を密状態とし、近距離無線通信を行ったことのない位置であれば通信
相手の機器が存在する可能性は低いから、待受け電波を粗状態とするなどである。
【発明の効果】
【００１４】
　本開示によれば、現在位置情報と通信位置リストの照合結果に応じて、待受け電波の発
生状態を制御することで、接続待ち受けにかかる電力を削減できる。また、特にユーザー
に特別な操作負担をかけるものでもないため、ユーザの利便性を維持できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本開示の実施の形態のデジタルスチルカメラの外観の説明図である。
【図２】実施の形態のデジタルスチルカメラの内部構成のブロック図である。
【図３】実施の形態の近接操作の説明図である。
【図４】第１の実施の形態の通信位置リストの説明図である。
【図５】第１の実施の形態のリスト管理処理のフローチャートである。
【図６】第１の実施の形態の通信制御処理のフローチャートである。
【図７】ポーリング周期と消費電力の説明図である。
【図８】第２の実施の形態の通信位置リストの説明図である。
【図９】第２の実施の形態のリスト管理処理のフローチャートである。
【図１０】第２の実施の形態の通信制御処理のフローチャートである。
【図１１】本開示の通信装置の要部のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本開示の実施の形態を次の順序で説明する。なお実施の形態では、通信装置の例
として、外部通信機器と近距離無線通信を行うデジタルスチルカメラ（以下、「ＤＳＣ」
という）を挙げて説明する。

＜１．ＤＳＣ（デジタルスチルカメラ）の構成＞
＜２．第１の実施の形態の通信制御処理＞
＜３．第２の実施の形態の通信制御処理＞
＜４．変形例＞
【００１７】
＜１．ＤＳＣ（デジタルスチルカメラ）の構成＞

　本開示の通信装置の実施の形態としてのＤＳＣの構成を説明する。
　図１Ａは実施の形態のＤＳＣ１の正面側の外観を示す斜視図、図１ＢはそのＤＳＣ１の
背面側（操作面側）の外観を示す背面図である。
【００１８】
　ＤＳＣ１は、図１Ａに示すように、例えば正面の下部に、近距離無線通信アンテナ２を
有する。本例ではＤＳＣ１が近距離無線通信アンテナ２を具備しているが、近距離無線通
信アンテナ２を含む通信モジュール（後述する近距離無線通信コントローラ１０や通信用
の記憶領域などを含むモジュール）がＤＳＣ１から取り外し可能なものであっても良い。
【００１９】
　またＤＳＣ１は、図１Ｂに示すように、背面に、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）や
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有機ＥＬ（Electro-Luminescence）ディスプレイ等のディスプレイデバイスによる表示部
３を有する。
　また各部に操作入力部４としての操作子を有する。操作子としては、再生メニュー起動
ボタン４１、決定ボタン４２、十字キー４３、キャンセルボタン４４、ズームキー４５、
スライドキー４６、シャッターボタン４７等が設けられる。
【００２０】
　図２はＤＳＣ１の内部構成と、他の電子機器（無線通信機器５０）との近距離無線を用
いた接続の様子を示すブロック図である。
　図示するように、ＤＳＣ１と、外部の無線通信機器５０とは、近距離無線通信を用いて
互いに接続・通信する事ができる。近距離無線通信の実施形態として例えばブルートゥー
スやトランスファージェットが挙げられるが、これら以外の近距離無線通信が用いられて
も一向に構わない。
【００２１】
　ＤＳＣ１は、図１に示した近距離無線通信アンテナ２、表示部３、操作入力部４に加え
、撮像部５、撮像信号処理部６、ＣＰＵ（Central Processing Unit）７、メインメモリ
８、記憶領域９、近距離無線通信コントローラ１０、フラッシュメモリ１１、位置検出部
２０を有する。また各部は、それぞれシステムバス１４を介して、内部的に相互に制御信
号や撮像画像データ等の送受信が行われる。
　上述のように、近距離無線通信アンテナ２、記憶領域９、近距離無線通信コントローラ
１０は、ＤＳＣ１に備えつけのものではなく、着脱可能なモジュールとしてまとめられて
いてもよい。
【００２２】
　撮像部５は、被写体光を受光し電気信号に変換する撮像素子、被写体からの光を撮像素
子に集光するためのレンズ系、レンズを移動させてフォーカス合わせやズーミングを行う
ための駆動機構、絞り機構などを有している。
　撮像部５内のこれらの駆動機構は、全体の制御部であるＣＰＵ７からの制御信号に応じ
て駆動される。
　撮像素子は、例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）型、ＣＭＯＳ（Complementary
 Metal OxideSemiconductor）型などの撮像素子とされる。
【００２３】
　撮像信号処理部６は、撮像部５の撮像素子で得られた電気信号についてＡ／Ｄ変換、Ｉ
ＳＯゲイン調整、その他の各種信号処理を行い、撮像画像信号を生成する。
　さらに撮像信号処理部６は、撮像画像信号について圧縮処理等を行って静止画や動画と
しての画像ファイルとしたり、表示部３で表示させるスルー画として表示部３に転送する
等の処理を行う。
【００２４】
　表示部３は、ＣＰＵ７からの制御信号に応じて、たとえば被写体の撮像前の画像（スル
ー画）や、撮像した静止画像ファイルまたは動画像ファイル等のコンテンツや、操作用の
メニュー（ＧＵＩ；Graphical User Interface）などを表示する。
【００２５】
　操作入力部４は、ユーザーの操作を入力する入力手段として機能し、当該入力された操
作に応じた信号をＣＰＵ７等へ送る。
　なお、図１では操作入力部４として各種操作子を示したが、操作入力部４として表示部
３と一体になったタッチパネルを設けても良い。
【００２６】
　メインメモリ８は、例えばＲＡＭ（Random Access Memory）等の揮発性メモリからなり
、ＣＰＵ７の各種データ処理の際の作業領域として、データやプログラム等を一時的に格
納する。例えば、シャッターボタン４７が押されたタイミングで撮像信号処理部で処理さ
れた画像データは、一旦メインメモリ８に読み出され、その後、記憶領域９に書き込まれ
る。
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【００２７】
　フラッシュメモリ１１（不揮発性メモリ）は、ＣＰＵ７が各部を制御するためのＯＳ（
Operating System）や、画像ファイル等のコンテンツファイルの他、近距離無線通信を用
いた通信に必要なアプリケーション等を記憶する。
【００２８】
　記録領域９は、例えば不揮発性メモリ等からなり、画像ファイル等のコンテンツファイ
ル、その画像ファイルの属性情報及びサムネイル画像等を記憶する記憶手段として機能す
る。画像ファイルは、例えばＪＰＥＧ（Joint Photographic Experts Group）、ＴＩＦＦ
（Tagged Image File Format）、ＧＩＦ（Graphics Interchange Format）等の形式で記
憶される。
　記録領域９は、ＤＳＣ１に着脱できるメモリカードの形態でもよいし、ＤＳＣ１に内蔵
されている形態としてもよい。例えば記録領域９は、可搬型のフラッシュメモリやＨＤＤ
（Hard Disk Drive）などとして実現される。
　また、実施の形態では後述する通信位置リストが記憶され、ＣＰＵ７によって更新管理
されたり、通信制御処理の際に参照されるが、この通信位置リストは記憶領域９に記憶さ
れるようにすればよい。
　なお、通信位置リストの記憶にはフラッシュメモリ１１が用いられてもよい。
【００２９】
　近距離無線通信アンテナ２は、他の電子機器等から発せられた無線電波を受信し、信号
に変換する。また待受け電波や他の電子機器へのデータ送信のための無線電波送信を行う
。
　近距離無線通信コントローラ１０は、ＣＰＵ７と協働して、近距離無線通信アンテナ２
による、近距離無線通信の接続プロトコルに基づく信号の送受信を制御する。
【００３０】
　位置検出部２０は、ＤＳＣ１が存在する現在位置としての緯度・経度の情報を取得する
ことができる。位置検出部２０は例えばＧＰＳ（Global Positioning System）受信デバ
イスとして構成される。例えばＣＰＵ７が、ＧＰＳ受信デバイス内のレジスタ若しくはメ
モリを読むことで緯度・経度情報の取得が可能であり、さまざまな用途で情報を利用でき
るものとする。
【００３１】
　ＣＰＵ７は、例えばフラッシュメモリ１１等に記憶されたプログラムを実行することで
、このＤＳＣ１全体を統括的に制御する。
　例えばＣＰＵ７は、ユーザの操作に応じた撮像動作や撮像した画像ファイルの再生動作
、さらに外部機器との近距離無線通信動作等について、必要各部の動作を制御する。
　システムバス１４は、ＣＰＵ７などの各ブロックを相互に接続し、それぞれのブロック
間での信号の授受を可能とする。
【００３２】
　ＤＳＣ１との間で近距離無線通信を行う無線通信機器５０は、近距離無線通信アンテナ
５１と、たとえば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、表示部、操作入力部等の、図示しない、情
報処理が可能な構成要素を有する。
　無線通信機器５０が受信した信号は近距離無線通信アンテナ５１等を介して、変換され
、ＣＰＵによる演算処理等が行われる。これらにより無線通信機器５０は、近距離無線通
信によって後述の待受け状態であるＤＳＣ１と接続され、通信を確立できる。通信が確立
された状態では、ＤＳＣ１は、ＤＳＣ１内に含まれるコンテンツデータ等を無線通信機器
５へ送信する事が可能となる。
【００３３】
＜２．第１の実施の形態の通信制御処理＞

　ＤＳＣ１による近距離無線通信動作について第１の実施の形態としての通信制御処理を
説明する。
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【００３４】
　図３にはＤＳＣ１と無線通信機器５０を模式的に示している。ここでは無線通信機器５
０は、ＤＳＣ１を上部に置くことが可能な機器とし、ＤＳＣ１が置かれた状態で、ＤＳＣ
１と無線通信機器５０の間の近距離無線通信が実行されるものとしている。
【００３５】
　ユーザーがＤＳＣ１を通信相手の無線通信機器５０と通信させる場合、ＤＳＣ１は図３
に示すように、無線通信機器５０の上に置かれ、無線通信機器５０と近接することにより
通信が開始される。
　近距離無線通信においては通信機器同士は近接していなければ通信が維持できないので
、ユーザーがＤＳＣ１を保持し続けるとは考えにくく、図示のように無線通信機器５０の
上に置かれて通信が開始されるという使われ方が一般的である。
　以下、ユーザーが手に持ったＤＳＣ１を無線通信機器５０の上に置いて通信させる操作
を「近接操作」と呼ぶ。
　なお、近距離無線通信においては、機器どうしが近接する必要があるが、より具体的に
はアンテナどうしが近接する必要がある。ＤＳＣ１においては、近距離無線通信アンテナ
２の筐体内での配置位置をアンテナ位置２Ｐとし、さらに無線通信機器５０における近距
離無線通信アンテナ５１の配置位置を、アンテナ位置５１Ｐとして示しているが、図示の
ようにアンテナどうしが近接されることで通信が実行される。
【００３６】
　また、図示のように、無線通信機器５０は、なんらかの通信手段（たとえばＵＳＢ：Un
iversal Serial Bus）により、パーソナルコンピュータ６０に接続されている。
　ユーザーはＤＳＣ１内に記憶されたコンテンツデータをバックアップしたい場合、近接
操作を行って近距離無線通信を実行させる。これによりＤＳＣ１内のコンテンツデータが
無線通信機器５０に送信され、パーソナルコンピュータ６０は無線通信機器５０が受信し
たコンテンツデータを、図示しないパーソナルコンピュータ６０内の記憶装置（たとえば
ＨＤＤ等）に保存する。これによりユーザーはＤＳＣ１内のコンテンツデータをパーソナ
ルコンピュータ６０にバックアップ保存させることができる。
　ここでコンテンツデータとは、ＤＳＣ１内の、たとえば記憶領域９に保存された、静止
画データファイルや動画データファイルなどのことである。即ち主には、ＤＳＣ１を用い
てユーザーが撮像した写真（静止画）や動画のこととなる。
【００３７】
　また、パーソナルコンピュータ６０は、ＤＳＣ１から送信されたコンテンツデータをバ
ックアップ目的などで保存する機器としての一例に過ぎない。無線通信機器５０と接続さ
れる機器は、機能としてＤＳＣ１が送信したコンテンツデータを保存するための記憶装置
が含まれていればよく、パーソナルコンピュータ６０以外にも、記憶装置機能及び無線通
信機器５０との通信手段とを備えていれば、別の形態であってもなんら構わない。
　さらには、無線通信機器５０がパーソナルコンピュータ６０等の機器に内蔵されている
ものでもよい。例えばタブレット型パーソナルコンピュータなどであって、それ自体に対
してＤＳＣ１を近接させることで無線通信が行われ、ＤＳＣ１から送信されてくるコンテ
ンツデータを記憶するような機器であってもよい。
【００３８】
　本実施の形態においては、一例として、ユーザーがＤＳＣ１で撮りためた静止画等のコ
ンテンツデータのバックアップのために、近距離無線通信によって、パーソナルコンピュ
ータ６０等に送信して保存させるようなユースケースを想定する。
　即ちＤＳＣ１のように写真や動画などのコンテンツデータをもった携帯機器が、無線通
信機器５０およびパーソナルコンピュータ６０のように、ユーザーの自宅や勤務先等に据
え置きされている情報機器と、近距離無線通信を行うことを想定している。
【００３９】
　第１の実施の形態の動作は次のようになる。
　第１の実施の形態では、ユーザーがＤＳＣ１と無線通信機器５０との間で近距離無線通
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信を行ったときに、位置検出部２０によって緯度・経度情報を取得し、ＤＳＣ１内の例え
ば記憶領域９に保存する。これにより、過去に近距離無線通信を行ったひとつあるいは複
数の位置の緯度・経度情報が、通信位置リストに登録されるようにする。
　通信位置リストの例を図４に示す。この図では、過去に近距離無線通信を行った位置と
して、３カ所の緯度・経度が登録されている状態を例示している。
【００４０】
　このように通信位置リストに登録された緯度・経度情報は、将来的に近距離無線通信が
実施されるであろうと推定される場所の情報であるといえる。
　なぜならば、近距離無線通信機能をもった携帯機器としてのＤＳＣ１が無線通信機器５
０と通信する場所は、ＤＳＣ１のデータコンテンツをバックアップするようなユースケー
スにおいて、バックアップ先の機器が存在する場所であるからである。通常、ユーザーは
特定の１つ又は数個のバックアップ機器を対象としてバックアップを行う。従って、過去
に近距離無線通信を行った場所は、次のバックアップ機会において通信を行う蓋然性が高
い場所と言える。
【００４１】
　このため、過去に取得して通信位置リストに登録した緯度・経度情報から、ユーザーが
近距離無線通信をするかどうかを予測することが可能である。
　すなわち、ＤＳＣ１が現在において測定した緯度・経度情報が、過去に通信位置リスト
に登録された緯度・経度情報の履歴のうち一致するものがあるならば、ユーザーは近距離
無線通信を実行する可能性が高い。従ってこの場合はＣＰＵ７は近距離無線通信機器１０
を制御して待受け電波を密状態に発信し、無線通信機器５０と近距離無線通信を行うこと
に備える。
　一方、ＤＳＣ１が現在において測定した緯度・経度情報が、通信位置リストに登録され
た過去の緯度・経度情報の履歴のうち一致するものがない場合は、近距離無線通信を実行
する可能性が低い。この場合はＣＰＵ７は近距離無線通信コントローラ１０を制御して待
ちうけ電波を疎状態にする。
【００４２】
　なお、待受け電波を密状態とするとは、待受け電波を発信する周期間隔（ポーリング周
期）を短くすることを意味している。
　また待受け電波を粗状態とするとは、待受け電波を発信する周期間隔を長くすることを
意味している。
【００４３】
　近距離無線通信機器においては、周期的に通信相手を検出するための待受け電波を発信
するが、その発信される周期（ポーリング周期）は、通信相手の検出のしやすさと、電波
発信による消費電力とで相反関係になる。
　図７Ａは、さまざまな周期で通信相手を検出するための電波を発信している様子を示し
ている。図中のポーリング周期Ｐが短い場合は、一定期間に電波が発信される回数が多い
ので、通信相手を検出できる確率が高くなるが、ポーリング周期Ｐが長い場合は、一定期
間に電波が発信される回数が少なく、通信相手を検出できる確率が低くなる。
　一方、図７Ｂでは、ポーリング周期と消費電力の関係を図示している。ポーリング周期
が短い場合は、一定期間に電波が発信される回数が多いので、電力を多く消費するが、ポ
ーリング周期が長い場合は、一定期間に電波が発信される回数が少ないので、消費する電
力を少なくできる。
　すなわち、ポーリング周期が短い「密状態」の場合、通信相手とのつながりやすさは向
上するが、消費電力が大きくなり、ポーリング周期が長い「粗状態」の場合は、通信相手
とつながりにくくなるが、消費電力は小さくなる。
【００４４】
　なお、実施の形態において、密状態と粗状態における具体的なポーリング周期Ｐの値は
、機器の特性や性格に応じて設定されるべきである。以下で述べる密状態、粗状態とは、
本例のＤＳＣ１として、ポーリング周期Ｐを短くする状態と、長くする状態とを示すもの
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であり、具体的な周期の値が限定されるものではない。
【００４５】
　第１の実施の形態の動作をＣＰＵ７の処理例として具体的に説明する。
　まず図５Ａ、図５Ｂは、近距離無線通信の実行に応じて行う通信位置リストの管理処理
例を示している。
　尚、図５及び後述する図６に示すフローチャートはＣＰＵ７によって実行されるプログ
ラムに基づくＣＰＵ７の制御処理として説明するが、同様の処理がハードウエアで実施さ
れてもよいし、ハードウエアとソフトウエアの両方で実施されてもよい。
【００４６】
　まず図５Ａの例について述べる。ステップＦ１０は、ＣＰＵ７が近距離無線通信コント
ローラ１０を制御して、実際に近距離無線通信が実行されていることを示している。
　ステップＦ１０で近距離無線通信が実行された場合、その後（もしくは通信実行中でも
かまわない）、ＣＰＵ７はステップＦ１１で、位置検出部２０で検出される現在の緯度・
経度情報を取得する。
　そしてＣＰＵ７はステップＦ１２で、記憶領域９に記憶されている通信位置リストを参
照し、現在の緯度・経度情報が、既に通信位置リストに登録されているか否かを確認する
。
　既に登録されていれば、特に通信位置リストの更新は必要はないため、通信位置リスト
の管理処理を終える。一方、登録されていなければステップＦ１３に進み、現在の緯度・
経度情報が通信位置リストに追加登録されるように、通信位置リストの更新処理を行う。
　この処理により、近距離無線通信の実行に応じて、その場所の位置情報（緯度・経度情
報）が登録されていき、図４のような通信位置リストとして、過去の通信場所履歴が保存
されることになる。
【００４７】
　図５Ｂの例は次のような処理となる。ステップＦ２０は、ＣＰＵ７が近距離無線通信コ
ントローラ１０を制御して、実際に近距離無線通信が実行されていることを示している。
　ステップＦ２０で近距離無線通信が実行された場合、その後（もしくは通信実行中でも
かまわない）、ＣＰＵ７はステップＦ２１で、ステップＦ２０で実行した（実行している
）通信は、コンテンツデータのバックアップを目的とする通信であるか否かを判断する。
即ちコンテンツデータを送信しているか否かの判断である。
　コンテンツデータの送信を伴わない近距離無線通信を実行しているのであれば、ステッ
プＦ２１から通信位置リストの管理処理を終える。
　一方、コンテンツデータの送信を伴う近距離無線通信を実行しているのであれば、ＣＰ
Ｕ７はステップＦ２２で、位置検出部２０で検出される現在の緯度・経度情報を取得する
。
　そしてＣＰＵ７はステップＦ２３で、記憶領域９に記憶されている通信位置リストを参
照し、現在の緯度・経度情報が、既に通信位置リストに登録されているか否かを確認する
。
　既に登録されていれば、特に通信位置リストの更新は必要はないため、通信位置リスト
の管理処理を終える。一方、登録されていなければステップＦ２４に進み、現在の緯度・
経度情報が通信位置リストに追加登録されるように、通信位置リストの更新処理を行う。
　この処理により、コンテンツデータのバックアップ目的の近距離無線通信の実行に応じ
て、その場所の位置情報（緯度・経度情報）が登録されていき、図４のような通信位置リ
ストとして、過去の通信場所（バックアップ場所）の履歴が保存されることになる。
【００４８】
　次に図６でＣＰＵ７による近距離無線通信の制御処理を説明する。
　ＤＳＣ１が電源オンとされている場合、ＣＰＵ７は、ステップＦ１０１として、位置検
出部２０からの位置情報を逐次取得する。即ち図６の処理は、ＣＰＵ７が所定間隔で逐次
実行するものとしてもよいし、或いは位置検出部２０から割り込み等によって位置情報を
通知することで実行されるものとしてもよい。
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【００４９】
　ＣＰＵ７はステップＦ１０１で現在の位置情報（緯度・経度情報）を取得したら、ステ
ップＦ１０２で、例えば記憶領域９に保存されている通信位置リストを参照する。
　そしてステップＦ１０３で、現在の緯度・経度情報が、通信位置リストに登録された緯
度・経度情報のいずれかと一致するか否かを確認する。
【００５０】
　もし、現在の緯度・経度情報が、通信位置リストに登録されている緯度・経度情報に一
致する場合、現在の場所は過去に近距離無線通信を行った場所であるので、今回も通信を
実行する可能性が高い。
　そこでＣＰＵ７はステップＦ１０４に進み、待受け電波を密状態に制御する。具体的に
はＣＰＵ７は、近距離無線通信コントローラ１０に、密状態での待受け電波の発生を指示
する。近距離無線通信コントローラ１０は、これに応じて近距離無線通信アンテナ２から
ポーリング周期を短くして待受け電波を発生させる動作を行う。
　このように通信の開始に備える。ユーザーが近接操作を行うことで、通信が開始される
こととなる。
【００５１】
　一方、現在の緯度・経度情報が、通信位置リストに登録されていない場合、現在のＤＳ
Ｃ１の近傍に通信相手として過去通信したことのある近距離無線通信機器がある可能性が
低いため、待受け電波を密状態に発信しても通信が行われる可能性が低い。従ってＣＰＵ
７はステップＦ１０５に進み、待受け電波を粗状態に制御する。具体的にはＣＰＵ７は、
近距離無線通信コントローラ１０に、粗状態での待受け電波の発生を指示する。近距離無
線通信コントローラ１０は、これに応じて近距離無線通信アンテナ２からポーリング周期
を長くして待受け電波を発生させる動作を行う。
【００５２】
　ＣＰＵ７は以上の図６の処理を逐次実行する。
　このような第１の実施の形態では、次のような効果が得られる。
　即ち近距離無線通信の実行の可能性の高い場所では待受け電波が密状態とされることで
、通信相手を検出しやすくなり、スムースに近距離無線通信が開始される。
　一方で、過去に近距離無線通信が実行されていない場所では、通信実行の可能性は低い
ため、待受け電波が粗状態とされる。これによって待受け電波に係る消費電力は効果的に
抑えられることになる。
　また、特に場所に応じてユーザーに操作負担をかけるものでもない。つまりユーザーが
待受け電波の発生態様を選択操作する必要もない。このため、ユーザーの利便性は維持さ
れる。
【００５３】
　なお、待受け電波を粗状態としていても、通信相手の検出ができないわけではない。例
えばユーザーが今まで通信したことのない場所で、近距離無線通信を実行させたいと思っ
た場合、待受け電波を停止状態ではなく粗状態としておくことで、通信相手の機器を検出
でき、通信を開始できる。また実際に通信を行った場合は、図５の処理で新たにその場所
の緯度・経度情報が通信位置リストに登録されることで、次回からは、その場所で、待受
け電波を密状態で発生させることとなる。
【００５４】
　また、ユーザーがバックアップ通信を行う可能性が低い場所では待受け電波を粗状態と
しておくことは、むやみに通信開始されることを低くするという効果もある。
　例えば近距離無線通信によってユーザーが意図しないのにコンテンツデータ等が送信さ
れてしまうこともあるが、ユーザーが通常、通信を実行する場所以外では、そのような通
信が実行されにくくなる。
【００５５】
＜３．第２の実施の形態の通信制御処理＞
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　ＤＳＣ１による第２の実施の形態の動作を説明する。
　第２の実施の形態においては、ユーザーがＤＳＣ１と無線通信機器５０との間で近距離
無線通信を行ったときに、位置検出部２０によって得られる緯度・経度情報を通信位置リ
ストに登録することは第１の実施の形態と同様である。
　但し、第２の実施の形態では、通信位置リストには、各コンテンツデータに対して、近
距離無線通信によるコンテンツデータ送信の実行の際の位置情報が関連づけられる状態で
、位置情報が登録されるものとする。
　つまり、記憶領域９に保存される通信位置リストには、コンテンツデータ毎に過去近距
離無線通信を行ったひとつあるいは複数の緯度・経度情報が登録される。
【００５６】
　この、コンテンツデータ毎に紐付けされた緯度・経度情報のリストとしての通信位置リ
ストの例を図８に示す。
　図示のように通信位置リストでは、ＤＳＣ１内で例えば記憶領域９に保存されているコ
ンテンツデータＣＴ１，ＣＴ２・・・毎に、過去にバックアップ通信を行った場所の緯度
・経度情報が登録される。なお、ＣＴ１，ＣＴ２・・・・は、それぞれ特定のコンテンツ
データを示す識別子（例えばファイル名等）と考えればよい。通信位置リストではコンテ
ンツデータの識別子に位置情報が関連づけられる。
【００５７】
　図８の例では、例えばコンテンツデータＣＴ１は、過去に緯度「ＡＡＡ」、経度「ＢＢ
Ｂ」の場所でバックアップ通信が行われ、またコンテンツデータＣＴ３は、過去に緯度「
ＡＡＡ」、経度「ＢＢＢ」の場所と、緯度「ＣＣＣ」、経度「ＤＤＤ」の場所の２カ所で
バックアップ通信が行われたという履歴が登録されている。
　またコンテンツデータＣＴ２については位置情報が関連づけられていないが、これは過
去にコンテンツデータＣＴ２についてはバックアップ通信が行われていないということを
示すものとなる。
【００５８】
　この図８に示すような通信位置リストを用いると、ＤＳＣ１（ＣＰＵ７）は、ある緯度
・経度の位置において、通信相手としての近距離無線通信機器に対して、過去にコンテン
ツデータを送信したかどうかを判別できる。
　従って、現在位置において近傍に存在する無線通信機器５０に対して、ＤＳＣ１が保持
するコンテンツデータのうち、近距離無線通信によって過去に送信されたかどうかを予測
することが可能である。
【００５９】
　これにより、現在位置において近傍に存在する無線通信機器５０に対して、過去に送信
されたことのないコンテンツデータをＤＳＣ１が保持する場合は、近距離無線通信を実行
する可能性が高いので、待受け電波を密に発信し、通信の開始に備える。
　一方、現在位置において近傍に存在する無線通信機器５０に対して、過去に送信された
ことのないコンテンツデータをＤＳＣ１が保持しない場合は、送信すべきコンテンツデー
タがないので近距離無線通信を実施する可能性が低いため、待受け電波を密に発信しても
通信が行われる可能性が低い。従って、待受け電波を疎らにして、消費電力を抑える。
【００６０】
　なお、この通信位置リストは、コンテンツデータ毎に過去の通信場所が登録されるもの
となるが、この通信位置リストによれば、単に「過去に通信が行われた場所」の情報も得
られる。従って、先に図４で示したような「過去に通信が行われた場所」をのみを示す通
信位置リストを別途備えることは必ずしも必要ではない。
　但し、図４で示したような「過去に通信が行われた場所」を示す通信位置リストを別途
備えるようにしてもよい。
【００６１】
　第２の実施の形態の動作をＣＰＵ７の処理例として具体的に説明する。
　図９は、ＣＰＵ７によるコンテンツデータ毎の過去の通信位置を登録する図８のような
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通信位置リストの管理処理例を示している。
　尚、図９及び後述する図１０に示すフローチャートはＣＰＵ７によって実行されるプロ
グラムに基づくＣＰＵ７の制御処理として説明するが、同様の処理がハードウエアで実施
されてもよいし、ハードウエアとソフトウエアの両方で実施されてもよい。
【００６２】
　図９の通信位置リスト管理処理では、ＣＰＵ７はステップＦ３０、Ｆ３２、Ｆ３４の判
断を常時行っており、その判断に応じて必要な処理を行う。
　ステップＦ３０は、ＤＳＣ１においてコンテンツデータが新たに記憶されたか否かを判
断している。
　例えばユーザーがＤＳＣ１を用いて静止画や動画の撮像を行った場合、静止画データフ
ァイル又は動画データファイルが記憶領域９に新たに記憶される。これらがステップＦ３
０でいうコンテンツ新規記憶の場合である。
　また図２には示していない有線又は無線での他の機器との通信や、ネットワークダウン
ロード、或いは装填されたメモリカードや光ディスク等の記録媒体からの読み込みにより
、静止画データファイル等のコンテンツデータがＤＳＣ１に取り込まれ、記憶領域９に保
存された場合も、コンテンツ新規記憶に相当する。
　例えばこれらのようにＣＰＵ７は、ＤＳＣ１内に、近距離無線通信によるバックアップ
通信の対象となるコンテンツデータが新たに記憶されることをステップＦ３０で監視して
いる。
【００６３】
　コンテンツ新規記憶の場合、ＣＰＵ７のリスト管理処理としてはステップＦ３０からＦ
３１に進み、通信位置リストの更新を行う。即ち新たに記憶したコンテンツデータの識別
子（ＣＴｘ）を、通信位置リストに新たにエントリする。
　この時点では、まだ当該コンテンツデータのバックアップ通信は行われていないので、
例えば図８のコンテンツデータＣＴ２のように、位置情報は関連づけられず、識別子のみ
が通信位置リストに追加される状態となる。
【００６４】
　また、例えば記憶領域９に記憶されているコンテンツデータは、ユーザーの削除操作な
どに応じて削除されることもある。
　削除されたコンテンツデータは、当然、その後のバックアップ通信の対象とはならない
ため、通信位置リストに登録しておく必要はない。
　そこで或るコンテンツデータの削除が行われた場合は、ＣＰＵ７のリスト管理処理とし
ては、ステップＦ３２からＦ３３に進み、当該削除されたコンテンツデータのエントリー
を通信位置リストから抹消する。
【００６５】
　近距離無線通信として１又は複数のコンテンツデータのバックアップのための送信が行
われた場合は、ＣＰＵ７のリスト管理処理はステップＦ３４からＦ３５に進む。
　ここでＣＰＵ７は位置検出部２０で検出される現在の緯度・経度情報を取得する。
　そしてＣＰＵ７はステップＦ３６で、必要に応じて通信位置リストの更新を行う。即ち
、通信位置リストに、バックアップ通信の対象となったコンテンツデータのそれぞれにつ
いて、現在の位置情報が登録されているか否かを確認する。そして送信したコンテンツデ
ータのうちで、現在の位置情報が関連づけられていないコンテンツデータがあれば、その
コンテンツデータに関連づけて現在の位置情報を追加登録するという処理を行う
【００６６】
　この図９の処理により、図８のような通信位置リストが、各コンテンツデータについて
、過去に近距離無線通信でバックアップを行った位置が登録されているように、更新管理
されることになる。
【００６７】
　次に図１０でＣＰＵ７による近距離無線通信の制御処理を説明する。
　ＤＳＣ１が電源オンとされている場合、ＣＰＵ７は、ステップＦ２０１として、位置検
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出部２０からの位置情報を逐次取得する。即ち図１０の処理は、ＣＰＵ７が所定間隔で逐
次実行するものとしてもよいし、或いは位置検出部２０から割り込み等によって位置情報
を通知することで実行されるものとしてもよい。
【００６８】
　ＣＰＵ７はステップＦ２０１で現在の位置情報（緯度・経度情報）を取得したら、ステ
ップＦ２０２、Ｆ２０３で、記憶領域９に保存されている通信位置リストを参照する。
　なお、ステップＦ２０２で参照するのは図４のような単に過去の通信場所を登録した通
信位置リストであり、ステップＦ２０３で参照するのは、図８のようにコンテンツデータ
毎に過去のバックアップ通信位置を登録した通信位置リストである。
　上記したように図８の通信位置リストによれば、過去の通信場所の情報も得られること
から、図４のような通信位置リストは設けないようにし、ステップＦ２０２を無くして、
ステップＦ２０３で図８の通信位置リストを参照するという処理としても良い。
　但し、図８の通信位置リストは、図９の処理のように管理され、コンテンツデータの消
去に応じて登録内容が抹消されるものとした場合、過去の或る通信場所の情報が失われる
可能性もある。そのため図４のような通信場所のみを登録した通信位置リストも備えるよ
うにすることには意味がある。
【００６９】
　ＣＰＵ７はステップＦ２０４では、現在の緯度・経度情報が、通信位置リストに登録さ
れた緯度・経度情報のいずれかと一致するか否かを確認する。
　例えば現在の緯度・経度情報が、図４の通信位置リストに登録されているか否かを確認
する。或いは現在の緯度・経度情報が、図８の通信位置リストにおいて、いずれかのコン
テンツデータに関連づけられている緯度・経度情報の１つと一致するか否かを確認する。
【００７０】
　もし、現在の緯度・経度情報が、通信位置リストに登録されている緯度・経度情報に一
致する場合、現在の場所は過去に近距離無線通信を行った場所である。その場合ＣＰＵ７
はステップＦ２０５に進む。
　ここでは、図８に示した通信位置リスト、即ちコンテンツデータ毎の過去の近距離無線
通信実施時の緯度・経度情報のリストを用いる。この通信位置リストの中で、現在の緯度
・経度に対して、過去に近距離無線通信した緯度・経度情報と一致しないコンテンツがあ
るかどうかを判断する。
　つまりこれは、過去に、現在の場所ではバックアップ通信をしたことのないコンテンツ
データが存在するか否かを判断するものとなる。
【００７１】
　これに該当するコンテンツデータがひとつでもある場合は、近い将来に、近傍に存在す
るであろう無線通信機器５０にたいして近距離無線通信をする可能性が高い。例えばユー
ザーが、まだバックアップしていないコンテンツデータをバックアップしようとするよう
な機会が発生する可能性が高い。
　そこでＣＰＵ７はステップＦ２０６に進み、待受け電波を密状態に制御する。具体的に
はＣＰＵ７は、近距離無線通信コントローラ１０に、密状態での待受け電波の発生を指示
する。近距離無線通信コントローラ１０は、これに応じて近距離無線通信アンテナ２から
ポーリング周期を短くして待受け電波を発生させる動作を行う。
　これにより通信の開始に備える。ユーザーが近接操作を行うことで、通信が開始される
こととなる。
【００７２】
　一方、現在の緯度・経度情報が、通信位置リストに登録されていない場合、又は現在の
緯度・経度に対して、過去に近距離無線通信した緯度・経度情報と一致しないコンテンツ
が存在しない場合（現在の場所ではバックアップ通信をしたことのないコンテンツデータ
が存在しない場合）は、ＣＰＵ７はステップＦ２０７に進む。
　この場合とは、現在のＤＳＣ１の近傍に通信相手として過去通信したことのある近距離
無線通信機器がある可能性が低いか（Ｆ２０４→Ｆ２０７）、或いは近傍に存在するであ
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ろう無線通信機器５０に対して、現存する全てのコンテンツデータを送信したことがある
（Ｆ２０５→Ｆ２０７）という場合である。
　従って通信する場所でないか、或いは通信可能な場所であってもコンテンツデータを送
信する必要性が少ない場合である。このため待受け電波を密状態で発信しても、ユーザー
が近接操作を行って通信が行われる場合は少ないと考えることができる。従って、待受け
電波を疎状態にして、消費電力を抑える。
　具体的にはＣＰＵ７は、近距離無線通信コントローラ１０に、粗状態での待受け電波の
発生を指示する。近距離無線通信コントローラ１０は、これに応じて近距離無線通信アン
テナ２からポーリング周期を長くして待受け電波を発生させる動作を行う。
【００７３】
　ＣＰＵ７は以上の図１０の処理を逐次実行する。
　このような第２の実施の形態では、コンテンツデータのバックアップ送信のための近距
離無線通信において、過去のコンテンツデータ毎の通信場所の履歴を用いて、通信実行の
可能性を判断し、待受け電波を制御する。
　そしてコンテンツデータのバックアップ通信が行われる可能性が高い場合は待受け電波
が密状態とされることで、通信相手を検出しやすくなり、スムースに近距離無線通信が開
始される。
　一方で、コンテンツデータのバックアップ通信が行われる可能性が低い場合は、待受け
電波が粗状態とされる。これによって待受け電波に係る消費電力は効果的に抑えられるこ
とになる。
　特にコンテンツデータ毎の過去の送信場所履歴を判定要素に加えることで、通信可能性
の判断を第１の実施の形態よりも正確に行うことができる。このため、通信の実行と消費
電力の低減をより的確に実行できる。
　また、これも待受け電波の調整にユーザーに操作負担をかけるものでもないためユーザ
ーの利便性は維持される。
【００７４】
　なお、この第２の実施の形態でも、通信実行の可能性が低くても、待受け電波を粗状態
としているため、全く通信ができなくなるわけではない。従って通信が行われるべき場合
は、通信は実行されうる。
　一方で、通信相手の検出がしにくいことで、むやみに近距離無線通信によるコンテンツ
データの送信等が実行されないという利点も得られる。
【００７５】
＜４．変形例＞

　以上、実施の形態について説明してきたが、本開示の通信装置の構成や通信制御処理は
実施の形態に限らず、多様な変形例が考えられる。
【００７６】
　実施の形態では、近距離無線通信の可能性が低いと判断したときには、待受け電波を粗
状態とすることとしたが、粗状態ではなく停止状態とすることも考えられる。
　停止状態とは、待受け電波の発生を完全に停止した状態であり、この場合は、通信相手
の検出が行われないが、消費電力の低減という観点では、一層効果的である。
　但し、その場合は、通信位置リストに登録されてない場所では、近距離無線通信が行わ
れないということになる。そこで、例えば予めユーザーが自宅など、コンテンツデータの
バックアップを行う場所を通信位置リストに登録するようにし、その場所でしか通信は行
わないというユースケースの場合等において好適な動作となる。
　なお、そのように登録した場所以外では待受け電波を停止状態とすることによれば、登
録場所以外での意図しない通信は完全に防止でき、むやみなデータ流出等を避けたい場合
には有効となる。
【００７７】
　また図４や図８のような通信位置リストの管理処理も多様に考えられる。
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　例えば図４のような通信位置リストには、各位置情報について、最新の通信実行日時を
記憶するようにしてもよい。そしてある程度長期間、通信が行われない位置情報について
は、リストから抹消するような処理を行っても良い。
【００７８】
　また、各位置情報での日時や通信回数を記憶するようにし、これらに応じて待受け電波
のポーリング周期を調整してもよい。
　例えば密状態としても、最もポーリング周期が短い第１の密状態や、粗状態ほどではな
いが、多少ポーリング周期を長くした第２の密状態などを設定し、通信回数が多い場所や
近い過去に通信を行った場所などでは第１の密状態、それ以外では第２の密状態とするな
ど待受け電波の制御をより多段階に行うことも考えられる。
【００７９】
　実施の形態では、通信装置の例としてＤＳＣ１を挙げたが、もちろんＤＳＣ１に限られ
ず、多様な機器において、本開示の通信装置を実現できる。
　例えば携帯電話機、ビデオカメラ機器、モバイル端末機器、携帯型ゲーム機器、情報処
理装置、携帯型音楽再生機、携帯型テレビジョン受像器、その他各種の機器が考えられる
。現在位置を判断して待受け電波を制御するという観点からは、ユーザーが手に持つこと
のできる小型の機器が適しているが、必ずしもそれに限らない。
【００８０】
　これらの各種の機器を本開示の通信装置１００として実現する場合、それらの機器が図
１１の構成を備えていれば良い。
　図１１では制御部１０１、位置検出部１０２、近距離無線通信コントローラ１０３、近
距離無線通信アンテナ１０４、記憶部１０５を示している。
　外部通信機器との間で近距離無線通信を行う近距離無線通信部として、近距離無線通信
コントローラ１０３と近距離無線通信アンテナ１０４が設けられる。
　また現在位置を検出する位置検出部１０２が設けられる。
　記憶部１０５には通信位置リストが保持される。
　制御部１０１は、位置検出部１０２からの情報によって現在位置の検出や、近距離無線
通信コントローラ１０３に対して待受け動作制御を行う。即ち制御部１０１は、位置検出
部１０２から現在位置情報を取得し、取得した現在位置情報と記憶部１０５に記憶された
通信位置リストの照合結果に応じて、近距離無線通信部（１０３，１０４）からの待受け
電波の発生状態を制御する。
　また制御部１０１は、近距離無線通信を実行した場合に、その通信時の位置情報が、通
信位置リストに登録されるようにリスト管理処理を行う。
　上述の携帯電話機、ビデオカメラ機器、モバイル端末機器等が、その主たる機能のため
の構成に加え、この図１１の構成を備えることで、本開示の通信装置に該当するものとな
る。
【００８１】
　なお本技術は以下のような構成も採ることができる。
　（１）外部通信機器との間で近距離無線通信を行う近距離無線通信部と、
　現在位置情報を検出する位置検出部と、
　近距離無線通信の実行時の位置情報が登録された通信位置リストを記憶する記憶部と、
　上記位置検出部から現在位置情報を取得し、取得した現在位置情報と上記通信位置リス
トの照合結果に応じて、上記近距離無線通信部からの待受け電波の発生状態を制御する制
御部と、
　を備えた通信装置。
　（２）上記制御部は、現在位置情報と上記通信位置リストの照合結果として、
　現在位置情報が上記通信位置リストに登録されている位置であるときは、上記近距離無
線通信部からの待受け電波の発生を密状態に制御し、
　現在位置情報が上記通信位置リストに登録されている位置ではないときは、上記近距離
無線通信部からの待受け電波の発生を粗状態又は停止状態に制御する上記（１）に記載の
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通信装置。
　（３）上記制御部は、上記近距離無線通信部により外部機器との間で近距離無線通信を
実行した場合に、その通信時の位置情報が、上記通信位置リストに登録されるようにリス
ト管理処理を行う上記（１）又は（２）に記載の通信装置。
　（４）上記制御部は、上記近距離無線通信部により外部機器との間で、コンテンツデー
タ送信のための近距離無線通信を実行した場合に、その通信時の位置情報が、上記通信位
置リストに登録されるようにリスト管理処理を行う上記（１）又は（２）に記載の通信装
置。
　（５）上記通信位置リストには、各コンテンツデータに対して、上記近距離無線通信部
によるコンテンツデータ送信の実行の際の位置情報が関連づけられる状態で、位置情報が
登録されており、
　上記制御部は、現在位置情報と上記通信位置リストの照合結果として、
　上記通信位置リストに、関連づけられた位置情報が現在位置情報と一致しないコンテン
ツデータが存在する場合は、上記近距離無線通信部からの待受け電波の発生を密状態に制
御し、
　上記通信位置リストに、関連づけられた位置情報が現在位置情報と一致しないコンテン
ツデータが存在しない場合は、上記近距離無線通信部からの待受け電波の発生を粗状態又
は停止状態に制御する上記（１）に記載の通信装置。
　（６）上記制御部は、上記近距離無線通信部により外部機器との間で、コンテンツデー
タ送信のための近距離無線通信を実行した場合に、その通信時の位置情報が、送信したコ
ンテンツデータに関連づけられた位置情報として上記通信位置リストに登録されるように
リスト管理処理を行う上記（１）又は（５）に記載の通信装置。
【符号の説明】
【００８２】
　１　ＤＳＣ、２，１０４　近距離無線通信アンテナ、３　表示部、４　操作入力部、５
　撮像部、６　撮像信号処理部、７　ＣＰＵ、８　メインメモリ、９　記憶領域、１０，
１０３　近距離無線通信コントローラ、１１　フラッシュメモリ、２０，１０２　位置検
出部、５０　無線通信機器、５１　近距離無線通信アンテナ、１００　通信装置、１０１
　制御部、１０５　記憶部
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